
金
滞
古
蹟
志
巻
十
四

L
に
居
住
す
。
故
に
世
人
山
田
屋
小
路
と
呼
ぺ
り
。
然
る
に
延
き
頃

に
や
穂
宅
し
て
、
此
の
小
路
の
上
な
る
方
新
竪
町
通
り
筋
の
家
へ
移

縛
し
、
今
に
倫
魚
烏
の
商
質
を
な
し
け
り
と
い
へ
り
。

。
附
木
屋
小
路

此
の
小
路
は
‘
山
問
屋
小
路
の
上
、
百
姓
町
へ
の
往
来
道
た
り
。
従

前
は
此
の
小
路
の
角
家
に
附
木
商
費
す
る
者
居
住
し
・
昔
よ
り
敏
代

相
繍
せ
る
が
ゆ
ゑ
に
、
此
の
小
路
を
ぽ
附
木
屋
小
路
と
呼
べ
り
。
附

木
と
い
ふ
は
硫
黄
を
付
し
た
る
滞
板
に
て
、
火
を
移
す
矯
め
従
前
は

毎
戸
必
用
の
も
の
怠
り
し
が
ゆ
ゑ
に
.
議
彼
買
ひ
来
り
し
か
ど
、
今

は
平
附
木
隆
ん
に
成
り
、
此
の
地
な
る
附
木
商
喪
人
も
出
棋
を
質
却
し

て
退
去
せ
り
。

。

水

溜

町

元
総
三
年
金
津
火
災
記
に
、
鱗
町
・
水
溜
町
と
並
ぺ
載
せ
た
り
。
同

戸

-hv

九
年
の
地
子
町
肝
煎
裁
許
附
K
、
水
溜
ち
り
町
と
あ
り
。
昔
は
此
の

地
漣
に
水
溜
掘
あ
り
し
故
に
町
名
と
す
と
い
へ
り
。

O
水

溜

掘

跡

延
貨
の
金
津
困
を
見
る
に
.
今
云
ふ
水
溜
町
よ
り
新
竪
町
の
裏
‘
杉

浦
町
の
漣
へ
か
け
、
数
十
聞
の
間
滞
掲
あ
り
た
る
よ
し
闘
面
に
載
せ

た
る
と
と
と
L
K
掲
げ
た
る
如
し
。
A
A
所
絹
水
溜
た
る
べ
し
。
元
総

六
年
の
士
岐
に
.
竪
町
水
車
近
所
水
溜
、
或
は
新
竪
町
後
ロ
水
溜
友
ど

h

記
載
す
。
按
守
る
に
、
往
昔
此
の
地
建
河
原
た
り
し
を
町
地
と
成

し
た
る
節
.
深
淵
の
埋
め
残
り
左
ら
ん
か
。
石
浦
紳
祉
に
侮
来
せ
る
、

慶
長
十
一
年
石
浦
七
夕
村
氏
子
連
判
の
訴
紋
に
、
観
音
堂
の
む
か
う

怠
る
し
め
野
村
は
、
回
畠
過
分
の
高
之
慮
、
此
近
年
河
く
づ
れ
に
ま

か
り
成
、
一
村
た
え
う
せ
申
。
と
蹴
せ
た
る
し
め
の
村
は
‘
石
浦
七

ク
村
の
中
た
る
朱
兎
野
村
也
。
此
の
村
は
.
今
の
十
三
間
町
犀
川
橋

近
漣
に
村
落
あ
り
た
る
よ
し
僻
言
す
れ
ば
、
右
朱
完
野
村
の
村
地
へ
‘

犀
川
の
き
れ
込
み
け
る
時
友
E
の
川
跡
左
ら
ん
か
。
此
の
地
建
怠
る

河
原
を
埋
め
町
地
と
た
し
た
る
は
、
寛
永
以
前
元
和
年
中
に
や
と
い

へ
り
。

。
水
溜
御
歩
町

奮
記
に
は
‘
新
竪
町
御
徒
町
と
も
あ
り
。
袋
異
記
に
、
元
秘
三
年
三

月
十
七
日
丑
刻
、
金
津
新
接
町
後
ロ
御
徒
町
高
橋
儀
兵
衛
よ
り
出
火
、

新
箆
町
・
油
寧
・
本
竪
町
・
河
原
町
等
焼
失
0
.

と
あ
り
。
武
家
混
目
集
に

は
、
三
月
十
六
日
夜
新
竪
町
御
歩
町
高
橋
儀
兵
衛
宅
よ
り
出
火
、
巽
風

烈
敷
、
新
竪
町
・
本
竪
町
・
魚
屋
町
・
水
車
・
本
多
房
州
下
屋
敷
等
延
焼

金
滞
古
蹟
志
巻
十
四

。
三
回

す
。
と
あ
り
。
泊
寧
御
歩
町
と
混
宇
る
に
よ
り
、
水
溜
御
歩
町
と
呼

ぴ
た
り
と
云
ふ
。
此
の
地
も
そ
の
か
み
歩
士
の
邸
地
怠
り
し
ゅ
ゑ

也
。
但
し
今
は
水
溜
町
と
呼
ぺ
り
。

。
歩
士
由
来

奮
藩
軍
役
の
定
た
る
や
、
務
侯
の
本
陣
附
の
諸
士
は
‘
小
姓
組
と
て

本
陣
の
旗
本
に
あ
り
。
叉
馬
廻
の
緒
士
は
馬
廻
組
と
て
、
是
も
本
陣

に
居
陣
す
。
皆
馬
上
に
て
出
寧
す
。
叉
歩
士
は
歩
立
に
て
除
伍
に
連
J

り
て
宰
織
す
。
故
に
歩
士
と
も
歩
行
組
と
も
い
へ
り
。
騒
卒
は
弓
錦

地
を
以

τ奔
走
す
。
故
に
足
駿
と
呼
ぺ
り
と
。
さ
て
歩
行
は
士
列
に

て
、
奮
藩
の
歩
士
は
六
組
あ
り
。
故
に
六
組
御
歩
と
俗
稀
す
。
此
の

次
に
定
番
御
歩
と
-X
ふ
あ
り
。
定
番
御
歩
組
と
も
い
へ
り
。
是
は
披

代
附
に
て
藩
侯
の
留
守
居
附
の
歩
士
た
り
。
故
に
昔
は
披
呑
歩
組
と

寄
き
た
り
と
も
い
へ
り
。
寛
文
十
一
年
の
士
艇
に
は
‘
邸
ち
披
番
馬

廻
・
披
番
歩
組
た
E
L
載
せ
た
り
。
此
の
外
算
用
者
等
の
人
々
を
ぽ

歩
士
並
と
・
な
し
た
り
。
按
守
る
に
、
歩
士
は
慶
長
十
年
の
利
長
卿
宮

山
養
老
士
般
に
、
歩
衆
と
て
百
五
十
石
細
井
捕
左
衛
門
以
下
、
百
石
・

五
十
石
・
三
十
石
の
者
三
十
二
名
、
共
の
外
中
村
踊
五
左
衛
門
・
宮
崎

誠
人
・
今
井
左
太
夫
等
三
人
の
組
歩
衆
と
い
ふ
も
見
b
た
り
。
寛
永

五




